
生食用パインアップル産地の育成とブランド化
活動期間：平成23年～（継続中）

○東村のパインアップルは県内1位の生産量である。その中で加工用果実

の生産が主体で、缶詰輸入自由化により加工用果実の買い取り単価が大き
く下落した。また、当村は中山間地域であり、生産者の高齢化が進み生産量
が大きく低下したため、産地再生が課題であった。

○普及課では、産地再生を目的に付加価値の高い生食用果実のブランド化
に取り組んだ。農業研究センターが開発した良食味品種（ゴールドバレル）
の栽培を提案し、栽培指導を行い、村、関係機関で支援チームを設立した。

○その結果、良食味品種（ｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾞﾚﾙ）の生産量が５０ｔを越え、平均単価も
加工用の４倍で販売された。

具体的な成果

１ ゴールドバレル生産量等の増加
■ゴールドバレルに合った栽培技術の検討

と良質な苗供給のため、苗増殖法の指導
を実施、種苗確保が難しいゴールドバレ
ルの出荷を計画的に行った結果、生産量
が拡大した。

①生産者数
（H24年以前→H28）
1名→26名

②生産量（H24→H28）
約６ｔ→約５３ｔ

２ ゴールドバレルのブランド化
■定期的なイベントの開催、産地育成支援
チームにおける販売方法および糖度別
出荷規格を導入し、品質の
高い生産を支援。

○栽培マニュアル作成
産地育成支援チームで随時
見直し。

３ 関係機関との役割の明確化による農家
支援
■栽培支援については、農
家を中心とした、「栽培研究
会」とし、販売・生産体制は、
「産地育成支援チーム」で
担う。両組織を定期的に開催し、同じ方向
性もって、ブランド化を推進。

普及指導員の活動

平成２３年
■良食味品種の生食用パインアップル推進
のため、村、JA、普及課、研究センターから
なる支援チームを設立。
■良食味品種（ゴールドバレル）導入を決定。

平成２４年

■県事業を導入し、支援チームを生産体
制・販売のための産地育成支援チームと栽
培技術指導の栽培研究会の２組織とし、普
及課は、両組織の運営・指導に当たる。

平成２５年～

■栽培マニュアル作成、栽培方法・鳥獣害
対策実証ほ設置、空港・県外市場等での試
食販売の実施。出荷規格検討。

良質苗確保のため、村営チャレンジ農場
で見本園・実証ほを設置。

普及指導員だからできたこと

・専門技術を持ち、地域の実情を日ごろから
把握していた普及指導員だからこそ、新規
栽培品種の特徴を農家へ適切に伝え、問
題点を研究機関へフィードバックすることで、
より的確に技術指導でき、新規品種定着に
つながった。

・コーディネート能力を発揮し、行政・研究・
JA・農家間での連携を図り、産地全体として
の取り組みが行えた。

沖縄県
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沖縄県                         
生食用パインアップル産地の育成とブランド化 

 
活動期間：平成２３年度～継続中 
 
１．取組の背景 

国産パインアップルは、沖縄県の本島北部地域及び石垣島で生産が行われ

ており、土壌酸度が低い酸性土壌の地域で栽培が行われてきた。生産された

大部分は缶詰に加工されており、昭和 60 年には生産量約 41,000ｔであった。 
その後、平成 2 年に缶詰等の輸入自由化や生産者の高齢化、価格低迷から

作目転換を図ったり、後継者不足などにより平成 23 年度は約 6.350ｔと大幅

に生産量が減少した。 
東村は、沖縄県で最もパインアップルの生産量が多く、現在沖縄唯一の加

工場も村内に有り、パインアップルは村経済に大きな影響を与えている。 
東村においても同様に、缶詰等の輸入自由化以降、生産者の高齢化、価格

低迷により生産量が激減した。特に中山間地域でもあるため、人口の減少に

伴い、生産農家の高齢化や減少率は大きくなった。 
産地再生のためには、加工原料果実の増産以外に、農家所得の向上が必要

であるため、農業研究センターで育種開発していた良食味品種の栽培に取り

組み、高品質・高単価を目指して生食用産地の育成とブランド化に取り組ん

でいくことになった。 
 
２．活動内容（詳細） 

○平成２３年度以前 
 左図からもわかるように平 
成７年以降、急激に生食用の 
生産割合が増加し、平成 17 
年以降は、生食用の生産が多 
くなっている。 
 農業研究センターでも従来 
の品種を生食用として販売す 
るのでは無く、生食用として 
良食味品種の改良に取り組ん  
だ。平成１１年にソフトタッ

チ、平成２１年にゴールドバレ

ル・ジュリオスターが品種登録

された。 
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○平成２３年度 
 生食用として従来の品種よりも良食味品種が開発されたことを受け、東

村において生食用果実生産を開始することにした。品種選定に当たっては、

東村の指導農業士である玉城氏が品種育成時より現地試験栽培等を行って

おり、非常に高い市場評価を受けていたこともあり、“ゴールドバレル”

の栽培を提案し決定した。推進に当たっては、村、ＪＡ、農業研究センタ

ー、普及課、県行政（園芸振興課）からなるゴールドバレル普及推進チー

ムを設立し、採苗・育苗、優良種苗配布計画、栽培方法検討、生産目標計

画設定など協議した。 
 
○平成２４年度 
 県優良種苗配布事業や生産拡大事業などを村が導入すると共に、村内で

の栽培普及拡大に向けて、普及推進チームを役割に応じて２分した。生産

体制推進や販売戦略設立などを行う「産地育成支援チーム」（村・普及課

・ＪＡ・研究センター）と栽培技術検討を行う「栽培研究会」（ゴールド

バレル栽培農家・村・普及課）を立ち上げた。両組織は定期的に開催した。 
    

  ○平成２５年度以降 
技術的なことに関しては、栽培研究会で実践した栽培結果は、農業研究

センターや玉城指導農業士へフィードバックし、技術の見直しや栽培マニ

ュアルの改訂を随時行った。 
また、栽培研究会を通じて、栽培技術実証ほ設置、鳥獣被害対策実証ほ

（対象：カラス・イノシシ）設置、出荷前の規格目揃会開催などを定期的

に行っていった。 
特に当該品種は苗の確保が難しいため、良質苗の確保を図るため、村営

農場を利用し、見本園や苗増殖法の実証ほ等を実施した。 
産地育成支援チームでは、優良種苗配布計画、出荷量予測、栽培マニュ

アル案作成を行った。これらは栽培研究会とやりとりを密に行い検討した。 
また、販売面に関しては、村営の直売所を中心にＪＡと連携して行った。

ゴールドバレルの認知を向上するため、那覇空港や那覇市中心デパートな

どでの販促イベントなどを開催し、生食用果実の試食を行い、ゴールドバ

レルという品種の評価を高めていった。 
 

３．具体的な成果（詳細） 
○生産者数の増加 
 加工用品種よりも栽培が難しいため、当初は、生産者数が伸び悩んだが、 
平成２８年現在では、２６名が生産している。内１戸は農業生産法人であ

り、苗の植え付け受託などを行い、積極的に遊休地を借り受け、面積も拡

大している。 
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○生産量の増加 
 平成２４年６ｔの生産から約５年

間の取り組みで、約５３ｔの生産量と

なっている。  
パインアップルは、通常加工用果実

であれば３年２産の栽培体系である

が、品質が特に重要視される生食用果

実においては、２年１産の栽培体系で

あるため、計画的な植付と育苗管理が

重要である。その中で計画的な苗供給

と苗増殖法の指導、栽培技術の検討を

図った結果、右グラフの様に生産量が増加した。 
 
  ○ブランド化 
   生産量が少量の時には、村営の直売市を通じて販売を行っていたが、生

産量が増えるに従って、販売先を増加していき、ＪＡ以外にも、品質が評

価され県内外量販店にも販売を拡大している。出荷規格も、出荷実績から

糖度基準を決定し、品質の高い生産を奨励している。 
   また、県の販売促進事業を活用し、７月の出荷量が最盛期には、那覇市

や東京などで販売促進のイベントも行っている 
   栽培マニュアルも随時見直し、品種特性に合わせた、施肥や植付時期、

裁植密度、エスレル処理等を行っている。 
 
  ○関係機関との役割の明確化による農家支援 

生産体制推進や販売戦略設立などを行う「産地育成支援チーム」（村・

普及課・ＪＡ・研究センター）と栽培技術検討を行う「栽培研究会」（ゴ

ールドバレル栽培農家・村・普及課）を設置。両組織は定期的に開催し、

（下記写真参照）産地が同じ方向性を持って、ブランド化を推進している。 
産地育成支援チームは、村独自の考えを活かすように、事務局を県行政

課→普及課→村と変更させ、立ち上げ後、組織が軌道に乗った時点で事務

局を村へと移行している。栽培研究会は、当初から村が事務局となってい

る。 

 
苗の状態を農家同士で検討 普及員より今後の管理を説明 



 - 4 - 

 
４．農家等からの評価・コメント 

（ＪＡ北部地区営農振興センターパイン対策部 宮城氏） 
ＪＡとしては加工場を運営している関係上、原料用果実の生産量向上が必

須の課題であるが、農家の経営を考えた場合、単価の高い生食用と原料用と

のバランスの良い経営が最も重要だと考えている。生食用果実の生産により

収入が安定的になれば、後継者や規模拡大も進んでいくと考えられるので、

今後もパインアップル農家育成のために連携して、取り組んでいきたい。 
 
５．普及指導員のコメント 

（北部農業改良普及課 園芸技術普及斑 主任技師 儀武香代子） 
普及として、農業経営の安定と所得の向上を目指し、青果用品種の導入を

支援してきた。東村は県内で最も生産量の多い産地として、ゴールドバレル

を中心にブランド化を図ってきたが、県外に向けて今後さらに情報発信を行

い、産地として高品質青果で応えていくよう、さらに支援していきたい。 
 
６．現状・今後の展開等 

右写真にあるように、栽培面

に関しては、特に品質を左右する

排水性の改善が重要である。品質

を落とす「緑熟果」が排水不良ほ

場で多く見られることから、対策

が重要視されている。 
ブランド化については、まだ

まだゴールドバレルの認知度を

上げていく必要がある。糖度や外

観の厳しい選果基準を設けてあ

るため、ブランド化による価格の

底上げも必要となる。 
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